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視点 意見 

ソーシャルワークの機能 

 複合的課題を抱える事例に対して、分野横断的に支援を必要とする人々を取り巻く環境や地域社会に働きかけ、多
様な社会資源を活用・開発していくソーシャルワークの機能がますます必要になってきている。 

 災害発生時には、段階に応じて生活ニーズは変化していく。きめ細やかな復興を支援していくためには、ソーシャル
ワークの機能がよりいっそう求められる。 

 災害時こそ地域包括ケアが重要。災害時のソーシャルワークを担える人材をどう養成していくかを検討する必要があ
るのではないか。 

 ソーシャルワークという機能が、いかに発揮・充実するかという方向性で議論すべきではないか。専門職でない方が
持っているソーシャルワークの基礎的な機能を引き出し、社会全体としてソーシャルワークの機能が浸透していくとい
うような考え方もあるのではないか。 

 ソーシャルワークの機能については、社会福祉士に集約するだけではなく、他の専門職種や専門職以外の住民にも
分散していくことも重要ではないか。 

ソーシャルワークを担う人材 

 地域包括支援体制に資する人材には、コーディネート力、連携力、開発力、コミュニティ・ディベロップメント力など、そ
れぞれの専門職、看護、医療、福祉を含めた地域の力と民生委員やボランティアをはじめとした住民の方が相互に
力を発揮できるような力が求められている。 

 地域の自治会長や民生・児童委員について、社会福祉士の資格は持っていなくとも、様々な知識・経験を持っており、
ソーシャルワークの機能として活用できるのではないか。 

 地域共生社会を実現していくには、制度横断的な知識を有し、個人・集団・地域・政策をアセスメントする力があり、支
援計画の策定・評価、関係者の連携・調整、資源開発ができるような人材を養成すべきではないか。 

 組織や社会といった各レベルにおいて、ソーシャルワーカーが力を発揮できる枠組みを作ることが重要ではないか。 

 ソーシャルワーク専門職養成においては、現任者の研修機会の確保と組織承認による研さん、事業者・養成・専門
職の協働による検討体制、業務としての実習指導の位置づけ、実習受入れ事業所を評価する仕組み、求められる人
材像を分かりやすく再定義することが求められるのではないか。 
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視点 意見 

社会福祉士の活用 

 ソーシャルワーク機能を必要とする既存の機関等をはじめとして、新たに必置される機関等に社会福祉士を必置し、
効果的・効率的な人材の活用が必要になっている。 

 診療報酬においては、社会福祉士に関する加算を設けることで配置が進んでいる現状があることから、介護報酬に
おいても、加算等を設けることで活躍の場の拡大が図られるのではないか。 

 様々な領域で社会福祉士の職域が拡大されてきているが、不安定な雇用も多くなっており、活躍の場が拡がらない。
しっかりとした教育、多様な活躍の場と雇用の安定、さらにキャリア形成を推進していくことで活用の促進につながる
のではないか。 

 個人情報の問題で情報を入手することができないといった、縦割り行政の問題があるが、地域丸ごとを進めていくた
めには、縦割りではなくて横軸にさしていくことが必要であり、この点については社会福祉士という職域が適している
のではないか。 

 社会福祉士を配置することによって、どのような効果があったのか、エビデンスを示すことが重要ではないか。 
 社会福祉士が多職種連携のつなぎ役（調整役）になるということも重要ではないか。 

 地域で期待される役割を担っていくため、定期的に、地域を基盤としたソーシャルワークの知識・技術を修得できる研
修体制の構築を検討してはどうか。 

 地域包括支援センターには社会福祉士を配置することとされており、こうしたことを介護以外の分野にも拡げていくこ
とがすそ野人材を拡げていくことにつながるのではないか。 

 社会福祉士が個人及び地域アセスメント、ネットワーキング、チームアプローチ等の知識・技術を活用し、地域住民が
発見したニーズを専門機関につなげることで、住民を巻き込んで世帯を支えていく体制が構築できるのではないか。 

 包括的な相談支援体制を構築・維持するための条件として、個人レベルの実践としては、個人や世帯並びに取り巻く
状況を包括的にアセスメントする力が求められるのではないか。 

 連携やネットワークの形成にあたり、社会福祉士がコーディネーターやマネジメントの役割を担うことが重要であり、
そうしたことを制度的に意義づけることによって現場での登用につながるのではないか。 

 現場で起こる問題と対峙しながら、その解決のための知識や手法について継続的に学んでいくことは重要。例えば、
実務経験の実績や研修受講をベースとし、更新制の導入を検討してもよいのではないか。 

 社会福祉士がソーシャルワークを深め、高め、広げていくととともに、ソーシャルワークの基礎的な部分をケアの専門
職等に分散していくことも大切ではないか。 


